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大 型 自 動 二 輪 車 免 許 の 技 能 試 験 実 施 に 当 た っ て の 措 置 要 領 等 に つ い て

大 型 自 動 二 輪 車 免 許 の 技 能 試 験 実 施 に 関 す る 運 用 に つ い て は 、 「 大 型 自 動 二 輪

車 免 許 の 技 能 試 験 実 施 に 当 た っ て の 運 用 に つ い て （ 平 成 １ １ 年 １ １ 月 １ 日 付 け 警

察 庁 丙 運 発 第 ４ １ 号 ） 」 に よ り 通 達 さ れ た と お り で あ る が 、 具 体 的 措 置 要 領 等 に

つ い て は 、 次 の と お り で あ る の で 、 事 務 処 理 上 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。

記

第 １ 措 置 要 領

１ 実 施 時 期

大 型 自 動 二 輪 車 免 許 の 技 能 試 験 の 実 施 に 当 た っ て の 「 事 前 の 指 導 ・ 確 認 」

及 び 「 事 前 の 走 行 確 認 」 は 、 技 能 試 験 に お け る 安 全 の 確 保 な ど を 目 的 と し た

適 正 な 行 政 指 導 を 行 う た め の も の で あ る こ と か ら 、 そ の 実 施 時 期 は 、 免 許 申

請 書 の 受 理 前 （ 手 数 料 徴 収 前 ） と す る 。

２ 「 事 前 の 指 導 ・ 確 認 」 の 実 施

（ １ ） 原 則 と し て 大 型 自 動 二 輪 車 免 許 試 験 に 係 る 標 準 試 験 車 を 使 用 す る も

の と す る 。

（ ２ ） ８ の 字 型 の 取 り 回 し に つ い て の コ ー ス の 形 状 は 、 特 に 指 定 し な い が 、

原 則 と し て 、 運 転 免 許 技 能 試 験 基 準 （ 平 成 １ １ 年 １ １ 月 １ 日 付 け 警 察

庁 丙 運 発 第 ３ ８ 号 ） の 別 添 ３ 立 体 障 害 物 設 置 基 準 に 定 め る 二 輪 車 に 係

る ８ の 字 コ ー ス に よ る も の と す る 。 た だ し 、 運 転 免 許 試 験 場 コ ー ス の

配 置 の 状 況 等 か ら こ れ に よ る こ と が 困 難 な 場 合 に は 、 Ｓ 字 コ ー ス に よ

る 判 定 を 行 っ て も 差 し 支 え な い も の と す る 。

な お 、 取 り 回 し に お け る 体 の 位 置 は 、 車 体 の 左 側 と す る 。

（ ３ ） 引 き 起 こ し の 方 法 は 、 両 手 で 引 き 起 こ す 方 法 、 腰 な ど で か つ ぎ あ げ

る 方 法 等 そ の 要 領 は 問 わ な い も の と す る 。

３ 「 事 前 の 走 行 確 認 」 の 実 施 ）

（ １ ） 原 則 と し て 普 通 自 動 二 輪 車 （ 小 型 限 定 に 採 る も の を 除 く 。 ） 免 許 試

験 に 係 る 標 準 試 験 車 を 使 用 す る も の と す る 。

（ ２ ） 確 認 は 、 転 倒 、 脱 輪 、 蛇 行 な ど 総 合 的 な 観 点 か ら 行 う も の と す る 。

（ ３ ） 前 記 （ ２ ） の 確 認 途 中 で 、 危 険 と 判 断 し た 場 合 に は 、 走 行 を 中 止 さ

せ る も の と す る 。

４ 「 事 前 の 指 導 ・ 確 認 」 、 「 事 前 の 走 行 確 認 」 の 省 略

（ １ ） 大 型 自 動 二 輪 車 に 係 る 特 定 教 習 の 終 了 証 明 書 （ 「 届 出 自 動 車 教 習 所

が 行 う 教 習 の 課 程 の 指 定 に 関 す る 教 則 」 （ 平 成 ６ 年 国 家 公 安 委 員 会 規

則 第 １ 号 ） 第 ５ 条 に 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

で 、 取 得 時 講 習 を 免 除 す る に 有 効 な も の を 提 示 し た 者 は 、 「 事 前 の 指



導 ・ 確 認 」 及 び 「 事 前 の 走 行 確 認 」 を 省 略 す る も の と す る 。

（ ２ ） 二 輪 車 安 全 推 進 委 員 会 の 行 う 二 輪 車 安 全 運 転 講 習 に 係 る 「 二 輪 車 安

全 運 転 第 二 段 階 講 習 修 了 証 明 書 」 （ 「 二 輪 車 安 全 運 転 推 進 委 員 会 が 行

う 二 輪 車 安 全 運 転 講 習 に 対 す る 協 力 に つ い て （ 平 成 ８ 年 ７ 月 ２ ５ 日 付

け 警 察 庁 丙 運 発 第 １ ６ 号 、 丙 交 企 発 第 １ ０ ９ 号 、 丙 交 指 発 第 4 6 号 ） 」

別 添 写 し 中 「 二 輪 車 安 全 運 転 講 習 強 化 推 進 要 綱 」 １ ２ に よ る も の を い

う 。 ） で 、 修 了 日 後 １ 年 以 内 の も の を 提 示 し た 者 は 、 「 事 前 の 指 導 ・

確 認 」 を 省 略 す る も の と す る ．

（ ３ ） 普 通 自 動 二 輪 車 （ 小 型 限 定 に 係 る も の を 除 く ． ） に 係 る 特 定 教 習 の

修 了 証 明 書 で 、 取 得 時 講 習 を 免 除 す る に 有 効 な も の を 提 示 し た 者 は 、

「 事 前 の 走 行 確 認 」 を 省 略 す る も の と す る

（ ４ ） 上 記 （ １ ） ～ （ ３ ） の ほ か 、 他 の 方 法 に よ り 、 技 能 試 験 に お け る 安

全 の 確 保 が 確 認 で き る 場 合 に は 、 「 事 前 の 指 導 ・ 確 認 」 及 び 「 事 前 の

走 行 確 認 」 を 省 略 す る こ と が で き る 。

５ 指 導

確 認 の 結 果 、 他 の 免 許 の 受 験 申 請 等 を 指 導 す る こ と が 妥 当 と 判 断 し た 場 合

に は 、 そ の 結 果 に 対 応 し て 、 普 通 自 動 二 輪 車 、 小 型 限 定 解 除 、 小 型 限 定 普 通

自 動 二 輪 車 又 は 原 動 機 付 自 転 車 免 許 の い ず れ か の 受 験 等 を 行 う よ う 指 導 す る

も の と す る

第 ２ 安 全 確 保 の た め の 措 置

確 認 の 結 果 、 大 型 自 動 二 輪 車 免 許 の 受 験 を し な い よ う 又 は 他 の 免 許 の 受 験 を

申 請 す る よ う 指 導 し た に も か か わ ら ず 、 こ れ に 従 わ な い 者 が 大 型 自 動 二 輪 車

免 許 の 技 能 試 験 を 受 験 す る 場 合 に は 、 安 全 を 確 保 す る た め 、 危 険 状 態 に 至 っ

た と き に は 直 ち に 技 能 試 験 を 中 止 で き る よ う 事 前 に 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の

と す る 。

第 ３ そ の 他

１ 自 動 車 の 貸 付 料 の 徴 収

「 事 前 の 指 導 ・ 確 認 」 及 び 「 事 前 の 走 行 確 認 」 は 、 適 正 な 行 政 指 導 を 行 う

た め の 措 置 で あ る こ と か ら 、 自 動 車 の 貸 付 料 は 徴 収 し な い も の と す る 。


